
令和８年２月２日

抽出入札案件について

１　工事名
東旭が丘準幹線外下水管布設工事その２

２　入札日
令和７年７月１６日

３　入札に参加できる者
令和７年度市内本店Ａ１・Ａ２等級（土木一式工事）

４　落札者
衣笠土木有限会社

５　落札金額等

87.00%78,730,000 円 90,499,000 円 90,499,000 円 83,250,000 円 78,730,000 円

入札監視委員会資料

予定価格 失格基準価格
落札率

（税抜）（税抜） （税抜） （税抜） （税抜）

低入札価格調査
基準価格

落札金額 設計価格

34



条件付一般競争入札の実施について
条件付一般競争入札（総合評価落札方式）を実施するので、鈴鹿市契約規則（昭和４１年鈴鹿市規則第１８号）第６条の規定に基づき次のとおり公告する。

鈴鹿市上下水道事業管理者

工事担当課

工事(委託)番号

工事(履行)場所 鈴鹿市

工期 契約日から　 令和8年3月10日 限り

工事(委託)概要

業種 土木一式工事

総合評定値又は完成工事高

令和７年度市内本店Ａ1・Ａ2等級

完成工事高

参加資格に

関する事項

その他

期   間 本公告日から （金）まで(土、日、祝日を除く)

場   所 鈴鹿市上下水道局経営企画課

回   答

販売は行いません。（設計図書は本公告添付データにて確認してください。）

入札方法 「鈴鹿市電子入札システム」を利用した入札

入札期間 令和7年7月1日（火） ～ 令和7年7月7日（月） 17時15分締切

令和7年7月9日（水）に鈴鹿市ウェブサイトにて公表する。

疑義対象項目 すべての項目を対象とする。

期   間

回   答 令和7年7月11日（金）に経営企画課で回答する。

日   時 令和7年7月16日（水） 午前９時00分

場   所 鈴鹿市上下水道局本館２階　経営企画課

90,499,000 円（消費税及び地方消費税含まず。）

有

有

有

免除

要 （契約金額の1/10以上の額。）

有

工事(委託)名 東旭が丘準幹線外下水管布設工事その2

鈴鹿市上下水道局発注第下10号

令和7年6月20日 渥美　良雄

下水道工務課

令和7年度（　）第759号

桜島町一丁目　外

総区間延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L=　980.9 m
開削区間延長（VUφ150）　　　　　　　　　　　　　 L=　980.9 m
人孔設置工（組立1号マンホール）　　　　　　　　　 N=　 14 　基
人孔設置工（小型（塩ビ）マンホール）　　　　　　　N=　  9　 基
公共ます設置工（φ200型）　　　　　　　　　　　　 N=　 58　 箇所

地域要件又は
対象ランク

元請
技術者要件

現場代理人
（管理技術者）

専任かつ常駐配置できる者

主任(監理)技術者
（照査技術者）

適正配置できる者

設計図書等の販売

施工実績

その他要件 この入札は月２回、土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。

設計図書等の閲覧
令和7年7月4日

設計図書等に対する質問
期   間

本公告日から　令和7年6月26日（木）　までに経営企画課に質問書を提出すること。

FAX：059-368-1688　E‐mail：nyusatsu@city.suzuka.lg.jp
受付日から３日以内（土、日、祝日を除く。）に経営企画課で回答する。

契約保証金

入札方法

価格点以外の評価点の
審査結果の公表

価格点以外の評価点の
審査結果への疑義

審査結果公表日から令和7年7月10日（木）までに経営企画課に文書にて提出すること。

入札（開札）

予定価格(税抜）

低入札価格調査基準

失格基準価格
失格基準

入札保証金

※落札金額が低入札防止基準価格未満であるときは、「鈴鹿市総合評価落札方式試行要領」第7条第2項に定め
る措置を適用する。

※落札候補者の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日（その日が鈴鹿市の休日を定める条例（平成元年条
例第２号）に規定する休日の場合はその翌日）の正午までに入札参加資格確認申請書に係る関係書類を提出す
ること。
※上記の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

工事費内訳書の要否

その他

※本入札は総合評価落札方式による（｢鈴鹿市総合評価落札方式試行要領」等を参照のこと。）ただし、評価
項目配点等において、要領と公告及び評価項目算定資料届出書（公告掲載文書）の内容に相違のある時は、公
告及び届出書を優先する。
※本公告に定める事項以外については、「鈴鹿市電子入札等実施要綱」及び「鈴鹿市上下水道局入札説明書
（一般競争入札・工事）」のとおりとする。
※①入札書、②工事費内訳書、③鈴鹿市事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、電子入札シス
テムにより提出すること。評価項目算定資料届出書は、入札期間中に、E-mail、郵送又は直接持参することに
より提出すること。
　ただし、紙入札方式参加承認申請の承認を受けた場合は、一般書留、簡易書留、又は特定記録郵便のいずれ
かの方法により郵送すること。
　郵送先：〒510-0291　日本郵便株式会社　白子郵便局留　鈴鹿市上下水道局　経営企画課　行
　郵送期限：入札日の前々週の金曜日までに必着

※評価項目及びその配点に関しては、本公告に添付の「確認申請書及び評価項目算定資料届出書」を参照のこ
と。
※失格基準価格及び失格基準については｢鈴鹿市総合評価落札方式試行要領」を参照のこと。

※入札価格が失格基準価格及び失格基準以上であっても、工事費内訳書の内訳が、工事区分ごとの各基準に満
たない額があるときは、入札を行った者は失格とする。詳細については｢鈴鹿市最低制限価格の設定及び低入
札価格調査基準に関する要綱｣を参照のこと。
※総合評価点が最も高い者の入札価格が低入札価格調査基準を下回る場合は、落札者の決定を保留し、調査
後、改めて落札者を決定する。
※落札保留中の辞退については、資格停止等の措置を行うことがある。
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第1号様式

1 入札（見積）日時

3 工事（履行）場所

4 工期（履行期間）

5 発　　注　　課 6

7 設計価格（税抜） 円

8 予定価格（税抜） 円

9 低入札価格調査基準（税抜） 円

10 失格基準価格 (税抜） 円

11 失格基準（税抜） 円 87.00%

12 落札金額（税抜） 円 87.00%

13 契約金額（税込） 円

価格以外
の評価点

1 有限会社　太田工業 14.5

2 株式会社　佐野組 17 75.66

3 有限会社　共和建設 16.5

4 イケダアクト　株式
会社

13

5 株式会社　西城組 16 75.66

6 衣笠土木　有限会社 13.5 80.00

7 有限会社　浜村工務
店

10.5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

入　札　調　書

令和7年7月16日（水）　午前9時00分

2 件　　　　名
令和7年度（　）第759号

東旭が丘準幹線外下水管布設工事その2

鈴鹿市　桜島町一丁目　外

契約日から 令和8年3月10日限り

下水道工務課 契 約 方 法 事後審査型一般競争入札

備考

90,499,000

90,499,000

83,250,000

67,880,000

78,730,000

78,730,000

86,603,000

業　　者　　名 入札額/価格点
総  合
評価点

83,250,000 円 工事費内訳書の費目基
準未満のため失格

83,250,000 円 92.66

78,740,000 円 工事費内訳書の費目基
準未満のため失格

無効 参加資格喪失届の提出
による

83,250,000 円 91.66

78,730,000 円 93.50 決定

75,000,000 円 工事費内訳書の費目基
準未満のため失格
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評価項目　　　工事名：

評価の視点 評価基準 配点 評価点

82点以上 8

79点以上82点未満 7

77点以上79点未満 6.5

75点以上77点未満 6

73点以上75点未満 5.5

71点以上73点未満 5

69点以上71点未満 4.5

67点以上69点未満 4

65点以上67点未満 3

63点以上65点未満 2

61点以上63点未満 1

0点以上61点未満 0

3件以上 2

2件 1.5

1件 1

実績なし 0

手持ち工事量＝0 5

0＜手持ち工事量≦0.25 4

0.25＜手持ち工事量≦0.5 2

0.5＜手持ち工事量 0

3件以上 3

2件 2

１件 1

実績なし 0

両方 1

災害応急工事等の実績 0.5

防災協定締結 0.5

無 0

有 0.5

無 0

有 0.5

無 0

東旭が丘準幹線外下水管布設工事その2

鈴鹿市が発注する、又は鈴鹿市上下水道局（下水道部門に限る）が発注する土木一式工事の条件付一般競争入札案件の工事成績を対象とし
ます。工事成績は、請負金額1000万円以上の過去２年間の平均点により配点します。
※工事成績がない場合は61点未満で評価します。
※令和5年3月1日から令和7年2月28日の間に工事成績評定通知があったものを対象とします。（西暦2023年3月1日から西暦2025年2月28日ま
での間）
（2月までの検査は4月～6月公告分、5月までの検査は7月～9月公告分、8月までの検査は10月～12月公告分、11月までの検査は1月～3月公
告分としていますが、この場合において検査と通知日の月が異なる場合は通知日の属する月を検査があった月とします。）

企
業
の
工
事
実
績

工
事
成
績
評
価
型
の
評
価
項
目

企
業
の
能
力

工
事
成
績

鈴鹿市が発注する、
又は鈴鹿市上下水道局（下水道部門に限る）が発
注する同業種公共工事の過去２年間における平均
工事成績

評価項目 　　備考

公告月の2か月前の月末までの過去１０年間の間における同業種公共工事の元請又はJV構成員（出資率20％以上に限る。）における主任（監
理）技術者（専任）としての実績の件数により評価します。平成27年度以降の鈴鹿市及び鈴鹿市上下水道局発注工事については、工事成績60
点以上の工事に限ります。
※「同業種公共工事」とは、請負金額1000万円以上の下水道（汚水）工事（集落排水工事を含む）を指します。
※実績確認は、コリンズに登録の工事概要により確認します。なお、コリンズにより内容の確認が出来ない場合については、別途判断できる資
料の提出を求めます。
※施工経験は、着工から完成まで携わった工事の経験をいう。
※平成27年5月1日から令和7年4月30日までの間の同業種公共工事の実績を対象とします。（西暦2015年5月1日から西暦2025年4月30日まで
の間）
※主任（監理）技術者の評価は、評価対象工事において、その工事の主任技術者として求められた資格を有して現場代理人として従事した実
績（コリンズで確認できること）も評価をします。

手
持
ち
工
事
量

手持ち工事量

公告日において、元請又はJV構成員（出資率20％以上に限る。）として契約中の契約金額2500万円以上の土木一式工事件数と、土木一式工
事に係る１級技術者数の比率（手持ち工事量）を下記の式により算出し、評価します。
※手持ち工事量＝契約金額2500万円以上の同業種公共工事件数／同業種に係る１級技術者数
※公共工事件数は、コリンズの登録により確認し、１級技術者数については、公告日において有効な経営規模等評価結果通知書で確認しま
す。なお、コリンズや資格者証の添付は不要です。

過去10年間における同業種公共工事の元請又は
JV構成員（出資率20%以上に限る。)としての実績(コ

リンズ登録による確認）

公告月の2か月前の月末までの過去１０年間の間における同業種公共工事の元請又はJV構成員（出資率20％以上に限る。）としての実績の有
無について評価します。平成27年度以降の鈴鹿市及び鈴鹿市上下水道局発注工事については、工事成績60点以上の工事に限ります。
※「同業種公共工事」とは、請負金額1000万円以上の下水道（汚水）工事（集落排水工事を含む）を指します。
※実績確認は、コリンズに登録の工事概要により確認します。なお、コリンズにより内容の確認が出来ない場合については、別途判断できる資
料の提出を求めます。
※平成27年5月1日から令和7年4月30日までの間の同業種公共工事の実績を対象とします。（西暦2015年5月1日から西暦2025年4月30日まで
の間）

企
業
の
地
域
性
・
社
会
貢
献

緊急時における災害応急工事等の実績及び防災協
定締結

現年度と過去２年度の鈴鹿市災害対策本部設置中に緊急で随意契約を結んだ鈴鹿市及び鈴鹿市上下水道局発注の災害応急工事等の実績
及び経営規模等評価結果通知書の防災協定締結の有無により評価します。
＊経営規模等評価結果通知書は現在有効な最新の通知書で評価します。

労働安全衛生マネージメント認証取得
労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン（建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインを含む）に沿った取り組みの有無を評価
します。
※評価機関による評価証、適合証明書等の写しを提出してください。

障がい者雇用
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障がい者雇用の有無により評価します。
※法律により雇用が義務づけられている企業については、職業安定所へ提出する障害者雇用状況報告書等の写し、それ以外の企業について
は、雇用している障がい者の障害者手帳番号等と、常勤雇用（３か月以上）の確認できる書類を提出してください。

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

主
任

（
監
理

）
技
術
者

（
専
任

）
の
実

績
・
能
力

過去10年間における同業種公共工事の元請又は
JV構成員　（出資率20%以上に限る。)における①主
任（監理）技術者（専任）としての実績、②評価対象
工事において、その工事の主任技術者として求めら
れた資格を有して現場代理人として従事した実績
（コリンズで確認できること。）
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鈴鹿市上下水道局

入札（見積）日時

業　者　名 価格以外の評価点 工事成績 工事実績 手持ち工事量 技術者実績 災害・協定 労働 障がい 低入防止

1
有限会社　太田工業

14.5 5.5 2 4 2 0.5 0.5 0 0

2
株式会社　佐野組

17 6 2 5 3 0.5 0.5 0 0

3
有限会社　共和建設

16.5 6 2 5 2 0.5 0.5 0.5 0

4
イケダアクト　株式
会社 13 5.5 1.5 4 1 0.5 0.5 0 0

5
株式会社　西城組

16 6 2 4 2 1 0.5 0.5 0

6
衣笠土木　有限会社

13.5 5.5 2 2 2 1 0.5 0.5 0

7
有限会社　浜村工務
店 10.5 4.5 2 2 1 0.5 0.5 0 0

価格以外の評価点結果調書

令和7年7月16日（水） 午前 9時00分 第下10号

件　　　　名　

令和7年度（）第759号

東旭が丘準幹線外下水管布設工事その2
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